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資

料

英

吉

利
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時
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品
価
格

法

田

中

和

夫

一
価
格

統

制

三

統
制
違
反

に
封
す
る
制
裁

五

喪

惜

の

禁

止

二

商
務
省

の
価
格
決
定

四

統
制
違
反
行
爲

の
私
法
上
の
効
果

六

特
則
、
略
稻
、
存
続

期
間

今
次
の
欧
洲
戦
争

勃
磯
ざ
共
に
、
各
國
は
物
便
の
騰
貴
を
抑
制
せ
ん
が
爲
め
に
、
必
要
な
立
法
を
爲
し
た
。
獨
逸

は
、
昨
年
九
月

一
日
制
定
の

「
職
時
経
済

命
令
」
中
に
於
て
、
賃
銀
及
び
価
格

の
停
止
乃
至
引
下
げ
を
命
じ
、
佛
蘭
西
は
、
同
九
月
九
日
制
定

の

「

職
時
価
格

取
締
令
」
を
以
つ
て
、
物
贋
並
び
に
賃
銀
を
、
原
則
と
し
て
九
月

一
日
を
基
準
と
し
て
停
止
せ
し
め
た
。
前
者
に
つ
い
て

は
雑
誌
企
書
第
二
巻
第

一
一
號
三
五
頁
以
下
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
同
第
三
巻
第

一
號

一
頁
以
下
に
、
そ
の
概
要
が
紹
介
せ
ら
れ
て

英
吉
利

の
職
時
物
品
価
格

法

一
五
五



法

政

研

究

第
十
巻

第
二
號

一
五
六

ゐ
る
。

英
吉
利
は
、
昨
年

一
一
月

一
六
旧
に

「
物
品
便
格
法
」

を
制
定

し
た
。
本
稿
は
同
法

の
概
要
を
説
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
法
の
正
式

の
名
稻
は
、
「商
務
省

に
よ
つ
て
指
定
せ
ら
れ
る
物
品

の
価
格
が
、
そ
れ
ら
の
物
品
の
基
本

価
格

よ
り
、

一
定
の
指
定
せ
ら
れ
忙
費
用
の
増
加
額

に
瞬
し
得
べ
き
額
よ
り
上
に
、
引
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
妨
止
し
、
且
そ
の
結
果

た
る
目
的
及
び
そ
れ
に
附
随
す
る
目
的
の
爲
め
の
法
律
」
と
い
ふ
の
で
あ
つ
て
、
本
法

の
内
容
を
簡
潔

に
示
し
て
ゐ
る
。
即
ち

、
英

吉
利
の
採
用
し
忙
政
策
は
、
物
価

の
騰
貴
を
全
然
許
さ
な
い
と
す
る
の
で
は
な
く
、
原
料
、
蓮
賃
、
賃
銀
給
料
、
保
険

料
等

一
定

の

費
用
の
騰
貴

に
基
く
、
物
価

の
合
理
的
騰
貴

は
之
を
認
め
、
そ
の
暴
騰
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
つ
て
、
咋
年
八
月
二

一
日
に

於
け
る
価
格
を
基
準
と
し
て
ゐ
る
。
休
暇
中
で
あ
つ
た
英
吉
利
の
議
會
が
、
事
態
急
迫

の
爲

に
再
開

せ
ら
れ
、

一
日
に
し
て
緊
急
國

防
全
樺
法
を
通
過
せ
し
め
た
の
は
、
,八
月
二
四
日
の
こ
と
で
あ
つ
た

が
、
そ
の
三
日
前
に
於
け
る
価
格

を
基
準
と
し
た
の
で
あ
る
。

本
法
に
基
く
商
務
省
の
最
初
の
命
令
が
、
昨
年

一
二
月

一
八
日
に
制
定

せ
ら
れ
た
。
同
命
令
は
、
本
法
の
適

用
を
受
け
る
物
品
と

し
て
、
衣
服
類
、
家
庭
用
の
織
物
、
金
物
等
を
指
定
し
、
本
年

一
月

一
日
よ
り
本
法
が
こ
れ
ら
の
物
品
に
つ
き
實
数
を
有
す
る
こ
と

玉
な
つ
た

食
糧
品
が
右

の
指
定
物
品
中
に
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、

食
糧
品
に
つ
い
て
は
、

緊
急
國
防
全
樫
法

に
根
櫨
を
有
す
る
食
糧
大
臣
の
命
令
に
よ
り
、
配
給
及
び
価
格

の
統
制
が
行
は
れ
て

ゐ
る
か
ら
で
あ
る

(Prices of G
oods A

ct, 1939, 2 &
 3 G

eo. 6, ch. 118)

(B
oard of T

rade)
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(
註
)

緊
急
國
防
全
権
法
は
、
前
蓮

の
如
く
、
昨
年

八
月
廿
四
日
に
制
定
ぜ
ら
れ
た
。
同
法
の
正
文

の
諜
文
は
、
雑
誌
企
劃
第

二
巻
第

一
〇
號

一
〇

一

頁
以
下
に
載
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。

同
法

の
授
権
に
基

き
、

翌
二
五
日
勅
令
を
以

つ
て
、

緊
急
國
防
全
権
規
剣

が
制
定
せ
ら

れ
た
。

同
規
則

の
概
要
に

つ
い
て
は
、

難
誌
企
窒
第
二
巻
第

一
〇

號

一

一

一
頁
以
下
及
び

参
照
。

同
勅
令

の
規
則
第
五
五
に

よ
る
授
権
に
基

き
、

食
糧
大

臣
が
、
食
糧
品

の
配
給
及
び
価
格

を
統

制
す
る
命
令
を
制
定

し
て
ゐ
る
。

そ
の
食
糧
大

臣
の
命
令
中

一
般
的
な
も

の
は
、

昨
年
十
二
月
廿

七
日
制
定

の

食
糧
定
量
配
給
令

で
あ

つ
て
、

こ
の
命
令
に
よ
り
、

本
年

一
月
八
日
か
ら
重
要
食
糧
品
に

つ
い

て
切
符
制
が
探
用
せ
ら
れ
た

以
下
本
法

の
内
容
を
紹
介
す
る

の
で
あ
る
が
、
「
価
格
統
制
」

と
か

「
統
制
違
反
に
封
す

る
制
裁
」
等

の
見
出
し
は
、
便
宜
上
筆
者

の
附
し
た
も
の

で
あ
る
。
各
條

の
見
出
し
は
法
律

の
正
文
自
體

に
附

け
ら
れ
て
ゐ
る
。
紬

て
の
條
文
を
課
す
る
が
、
順
序
は

必
ず
し
も
條
文

の
順
序
に
よ
ら
な

い
。

価
格

統

制

昨

年

八

月

二

一
日

に
於

け

る
価
格

を
基

本
価
格

と

し
。、

之

と
許

可
増

加

額
即
ち

、

本

法

第

一
附

則

列

學

の
原

料

、
9
運

賃

、

賃

銀

給

料

、
保
険

料

、

一税

金

等

の
騰

貴

に
基

く

増

加
額

、

と

の
合

計

額

を

超

過

す

る
憤

格

に
よ

る
費

買

を
禁

止

す

る

の
で

あ

る
。
右

合

計

額

を

許

可
価
格

と

云

ふ
。

第

繭
條
価
格

の
統
制
せ
ら
れ
た
物
品
を
許

可
価
格

よ
り
上
で
頁
る
こ
と

の
禁

止

領
格

の
統
制
せ
ら
れ
た
物
品
を
、
菅
業

の
行
程
に
於
て
、
許
可
価
格

、
即
ち
基
本
価
格

と
許

可
櫓
加
額
と

の
合
計
額
を
超
え
た
価
格

に
て
頁
却
し
、

英
吉
利

の
職
時
物
品
価
格

法

一
五
七

(E
m

ergency Pow
ers  (D

e
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法

政

・

研

究

第

十
巻

第
二
號

一
五
八

頁
却

の
合
意
を
爲
し
、
又
は
蜜
却

の
申
出
を
爲
す

こ
と
は
不
法
で
あ
る
。

第

二
條
価
格

の
統
制
せ
ら
れ
た
物
品

本
法
に
於
て

「
償
格

の
統
制
せ
ら

れ
た
物
品
」
と

い
ふ
語
句
は
、
商
務
省
に
よ
つ
て
本
條

に
基

き
剃
定
せ
ら
れ
、
且
そ
の
時
現
に
、
効
力を
有

し
て
ゐ

る
命
令
中
に
、
定

め
ら

れ
た
種
類

の
物
品
を
意
味
す
る
。

第
三
條

基

本
価
格

e

本
法
に
於

て

「
基
本
価
格

」
と

い
ふ
語
句
は
、
売
却

せ
ら
れ
、
頁
却

の
合
意

の
爲
さ
れ
、
叉
に
r
却

の
申
出

の
爲

さ
れ
る
、
如

何
な
る
種
類

の

物
品

の
関
係

に
於

て
も
、

そ
の
行
程
に
於

て
そ
れ
ら

の
物
品
が
売
却

せ
ら

れ
、
頁
却

の
合
意

の
爲
さ
れ
、
又
は
質
却

の
申
出
の
爲
さ
れ
る
菅
業

の
通
常

の
行
程
に
於

て
、

一
九
三
九
年

八
月
二

一
日

(
又
は
本
條
第
四
項

に
基

い
て
基
本
価
格

の
確
定
せ
ら
る
べ
き
他

の
日
)
に
、
そ
れ
ら

の
物
品
と
同
様

の

種
類

の
物
品
に

つ
き
、
売
却

の
申
出

の
爲

さ
れ

て
ゐ
た
価
格

を
意
味
す
る
。

⇔

卸
頁
と

小
頁

の
爾
部
門
、
製
造
と
販
責

の
雨
部
門
、
叉
は
異
な
れ
る
性
質

の
若
は
そ

の
他
と
に
か
く
区
別
し
得
る
段
階
に
於
け
る
二
つ
若
は
そ

れ
以
上

の
部
門
を
含
む
菅
業

の
行
程
に
於

て
、
頁

却
せ
ら
れ
、
売
却

の
合
意

の
爲
さ
れ
、
叉
は
売
却

の
申
田

の
鵬
さ
れ
る
、
価
格

の
統
制

せ
ら
れ
た
物

品

の
関
係
に
於

て
は
、
本
條
第

一
項
に
謂

ふ
所

の
、

そ
の
行
程
に
於

て
そ
れ
ら

の
物
品
ボ
頁
却
せ
ら
れ
、
売
却

の
合
意

の
爲

さ
れ
、
叉
は
頁
却

の
申
田

の
震

さ
れ
る
菅
業
と
は
、
そ

の
取
引

の
行
は

れ
る
営
業

の
そ
の
特
定

の
部
門

の
こ
と
で
あ
る
と
解
す

る
こ
と
を
要
す
る
。

㊨

そ
れ
ら

の
物
品

に
封
す

る
基
本
価
格

の
確
定
せ
ら

る
べ
き
日
に
、
菅
業

の
行
は
れ
て
ゐ
な
か

つ
た
、
又
は
そ

の
行

程
に
於

て
關
聯
あ
る
性
質

の

物
品
に

つ
き
頁
却

の
申
田

の
爲

さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
、
菅
業
若
は
菅
業

の
部
門

の
行
程
に
於

て
、
喪
却
せ
ら
れ
、
売
却

の
合
意

の
爲

さ
れ
、
又
は
頁
却

の
申
出
の
爲
さ
れ
る
償
格

の
統
制
せ
ら
れ
た
物
品

の
関
係

に
於

て
は
、
本
條
第

一
項

の
、
そ
れ
ら

の
物
品
が
質
却
せ
ら
れ
、
質
却

の
合
意

の
爲

さ
れ
、

叉
は
質
却

の
申
田

㊨
爲

さ
れ
る
菅
業
と

い
ふ
代
り
に
、
そ

の
日

に
営
業

の
行
は
れ
て
ゐ
た
、
叉
は
關
聯

あ
る
性
質

の
物
品
に

つ
き
売
却

の
申
出

の
爲

さ

れ
て
ゐ
た
、
そ

の
菅
業
と
同
様
な
営
業

、
若
は
そ

の
誉
業

の
部
門
と
同
様
な
菅
業

の
部
門
と
置
換

へ
て
、
本
條

の
上
記
の
規
定
は
効
力

を
有
す
る
。



④

八
月
二

一
日
に
あ
る
種
類

の
物
品
に

つ
い
て
売
却

の
申
出

の
爲

さ
れ

て
ゐ
た
償
格
に
、
影
響
を
與

へ
て
ゐ
た
例
外
的
な
事
情
、

の

八
月
二

一
日
よ
り
の
時
日

の
経
過
、
及
び
、
そ

の
結
果
た
る
、
同
日
あ
る
種
類

の
物
品
に
つ
い
て
売
却

の
申
田

の
爲
さ
れ
て
ゐ
た
償
格
を

(

確
定
す

る
に

つ
い
て
の
困
難
、
叉
は

④

あ
る
種
類

の
物
品
が
季
節
的
な
償
格

の
憂
動
を
受
け
る
事
實

を
考
慮
し

て
、
商
務
省
が
、

そ

の
種
類

の
物
品

に
封
す
る
基
本
便
格
を
、
八
月

二

一
日

以
外

の
一日

に
よ
つ
て
確
定
す
る
を
便
宜
で
泌
る
と
認

め
た
場
合

に
は
、
商
務
省
は
命
令
を
以

つ
て
、
そ

の
基
本
価
格

は
、
命
令

の
効
力
存
続

中

に
爲
さ
れ
た
壷
却
、
合
意
若
は
申
出
に
關

し
て
は
、
命
令
に
指
定
す
る

日
に
よ
つ
て
、
叉
季
節
的
な
価
格

の
変
動
を
受
け
る
物
品
に

つ
い
て
は
、
異
な
り
た
る
季
節

に
行
は
れ
る
取
引
に

つ
き
、
命
令
に
指
定
す
る
異
な
り
た

る
日

に
よ

つ
て
、
確
定
す
べ
き
こ
と
を
指

示
す
る

こ
と
が
田
來
る
。

第
四
條

許

可

櫓

加

額

本
法
に
於
て

「
許
可
増
加
額
」
と

い
ふ
語
句
は
、
売
却

せ
ら

れ
、
売
却

の
合
意

の
爲

さ
れ
、
又
は
売
却

の
申
出

の
爲

さ
れ
る
、
価
格

の
統
制

せ
ら
れ

た
物
品

の
関
係

に
於

て
、
そ
の
物
品
に
封
す
る
基
本
償
格
を
確
定
す
べ
き
日
以
後

の
営
業

の
愛
化
に
基
き
、
本
法

の
第

一
附
則
に
指
定
せ
ら

れ
た
諸
事

項
を
全
體

と
し
て
考
慮
し
、

こ
れ
ら

の
諸
事
項
に

つ
き
、
合
理
的
に
正
當
化
さ
れ
る
増
加
額

を
超
え
ざ
る
額
を
意
味
す
る
。

・

本

法

第

一
附

則

(
F
i
r
s
t
 
 
S
c
h
e
d
u
l
e

)

は

次

の
如

く

で

あ

る
。

第

一
附
則

許

可
増
加
額
決
定
に
際

し
考
慮
せ
ら

る
べ
き
事
項

営
業

を
管
む
に
必
要
な
、
物
品

の
、
未
加

工
若
は
半
加
工

の
原
料
及
び
製
成
品
の
原
債
、
(
並
び

に
商
務
省

が
、
中
央
価
格

統
制
委
員
會

の
進
言
に
基

き
、
施
行
規
則
を
以
つ
て
時

々
規
定
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
條
件
及
び
制
限

の
下
に
、

一
定
価
格

で
將
來
物
品
の
か
Σ
る
原
料
及
び
製
成
品

の
引
渡
を
受

亀

け
る
趣
旨

の
有
敷
な
購
入
契
約
に
基

く
債
務
)
。
i

〔(
註
)

上
記
括
弧

の
中
は
P
r
i
c
e
s
 
o
f
 
G
o
o
d
s
 
(
P
e
r
m
i
t
t
e
d
 
I
n
c
r
e
a
s
e
)
 
O
r
d
e
r
,
 
1
9
4
0

に

よ
つ
て
追
加
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る

(
B
o
a
r
d
 
o
f
 
T
r
a
d
e
 
J
o
u
r
n
a
l
,
 
v
o
l
.
 
1
4
4
,
 
p
.
 
2
5
4

)
。
〕

英
吉
利

の
職
時
物
品
便
格
法

、

一
五
九



法

誌以

研

究

.

第
十
巻

第
二
號

一
山ハ
(∪

製
造
及
び
製
作
作
業
費
。

土
地
建
物
及
び

工
場

設
備

の
費
用
、
そ

の
維
持

及
び
改
良

の
費
用
、
並
び
に
賃
借
料
。

保
険

料
。

賃
銀
及
び
給
料
。

経
営

及
び
営
業

所

の
費

用
。

年
金
、
慈
善
及
び
福
利

の
組
織

。

關
税
、
國
産
税
、
賦
課
視
、
及
び
借
入
金
に
封
す
る
利
息

の
債
務

。

蓮
賃
。

廣
告
、
委
託
販
売

人
の
雇
入
、
其

の
他

の
販
売
手
段
の
費
用
。

貸

倒
準
備
金
。

間
接
費

の
割
當

て
ら
れ
る
菅
業

の
総
量
。

本
附
則
に
基

き
商
務
省
に
よ

つ
て
制
定

せ
ら
れ
る
命
令
に
指
定
せ
ら
れ
る
他

の
事
項
。

売
却

の
中

出

に
關

し

、
次

の
如

き
規

定

が

あ

る
。

第

一
■
條

集
合
申
出
に
於

て
各
別
的

に
価
格

を
述

ぶ
る
義
務

価
格

の
統
制

せ
ら
れ
た
物
品

の
質
却
と
、
そ
れ
以
外

の
物
品

(
償
格

の
統
制
せ
ら

れ
た
他

の
物
品
た
る
と
、
若
は
含
む
と
、
否
と
を
問
は
な

い
)
の

売
却

と

の
双
方
に
關
し

て
、
全
體

と
し
て
與

へ
ら
る
べ
き
約
因

に
対
し
、
取
引
を
締
結
し

よ
う
と

い
ふ
申

出
を
爲
し
た
場
合

に
於

て
、
そ

の
申
田
を
受

け
た
者

の
要
求
あ
る
と

き
は
、
申
田
を
爲
し
た
者
は
、

そ
の
物
品
に
割
當
て
る
価
格

を
書
面
に

て
述

ぶ
る

こ
と
を
要
し
、

且
そ

の
申
出
は
、
本
法

の
圓

的

の
爲
め
に
は
、
そ
の
物
品
を
か
く
し
て
遽
べ
た
価
格

に
て
頁
却
す
べ
き
申
田
で
あ
る
と
看
微
さ
れ
る
。



第

=
二
篠

第

一
一
條
又
は
第

一
二
條
違
反
に
封
す
る
刑
罰

e

前

二
條

の
何
れ
か

の
規
定

に
違
反

し
た
者
は
、
略
式
起
訴
に
基

き
、

三
月
を
超

え
ざ
る
期
間

の
禁
固
、

叉
は
百
確
を
超
え
ざ
る
罰
金
、

叉
は
そ

の
双
方
に
虎
せ
ら
れ
る
。

ロ

本
法
第
八
條

の
第
二
項
第
四
項
第

五
項
及
び
第
六
項

の
規
定
は
、

そ
れ
が
本
法
第

一
條
違
反
に

封
す
る
関
係

に
於

て
効
力
を

有
す

る
が
如
く

に
、
前
二
條

の
何
れ
か

の
違
反
に
封
す

る
関
係

に
於

て
、
効
力

を
有
す

る
。

尚

後

述

第

十

八

條

の
法

人

犯

罪

に
關

す

る
規

定

が

、

こ

の
場
合

に
も

適

用

せ
ら

れ

る
。

第

二
〇
條

本
法
に
於
け
る

「
申
出
」
と

い
ふ
語
の
意
義

本
法

に
於

て
物

品
売
却

の
申
出
と
云

つ
て
ゐ
る
場
合

に
は
、
便
格
表

の
公
表
に
よ
り
、
価
格

を
指
示
す
る
記
號
を
付
し

て
物
品
を
費

つ
て
ゐ
る

こ
と

に
よ
り
、
相
場
表

の
供
給

に
よ
リ
、
叉
は
そ

の
他
如
何
な
る
方
法
に
よ
る
を
問
は
ず
、
物
品

の
売
却

の
爲

め
に
そ
の
提
議
す
る
価
格

を
通
告
す
る

こ
と

を
も
云

つ
て
ゐ
る
も

の
と
解
す
べ
く
、
且
本
法
第

一
一
條
に
於

い
て
取
引
を
締
結
し
よ
う
と

い
ふ
申
毘
と

云
つ
て
ゐ
る
の
は
、
同
様
に
、

そ
の
取
引
の

爲

め
に
提
議
す
る
、
約
因

の
通
告
を

も
云

つ
て
ゐ
る
も
の
と
解
す

る
こ
と
を
要
す
る
。

本

法

を
適

用

し

な

い
例

外

的
場

合

に
つ

い

て
、

第

一
四
條

競
質
又
は
輸

出

の
爲

め
の
例
外

日

あ
る
種
類

の
物
品

の
関
係

に
於

て
、
本
項
が
効
力

を
有
せ
ざ

る
旨
を
、

そ
の
時
現
に
効
力

を
有

し
て
ゐ
る
商
務
省

の
命
令
が
指
示
し

て
ゐ
る
揚

合
を
除
き
、
本
法
は
、
競

頁
に
よ
り
決
定
し
た
額

に
よ
る
売
却

又
は
売
却

の
合
意
若
は
申
田
に
は
、
適
用
が
な

い
。

◎

本
法
は
、
輸
田
せ
ん
と
企
圖

さ
れ
て
ゐ
る
物
品

の
頁
却

叉
は
売
却

の
合
意

若
は
申
出
に
は
、
適
用
が
な
く
、
本
法

の
上
記
の
何
れ
か
の
規
定
違

反

の
爲

め
に
起
訴
せ
ら
お
た
場
合
に
於

て
、
問
題

の
物
品
が
輸
幽
せ
ん
と
企
圖
さ
れ
て
ゐ
る
と
信
ず
る
に
、
相
當
な
理
由

の
あ

つ
た
こ
と
を
、
謹
明
す

れ
ば
抗
辯

と
な
る
o

英
吉
利
の
職
…時
物
ロ哩
慣
絡
…法

一
六

一



法

政

研

究

第
十
巻

第
二
號

一
六
二

二

商

務

省

の
価
格

決

定

商
人
は
、

各
自
自
己
の
危
険

に
於
て
基
本
価
格

及
び
許
可
増
加
額
を
計
算
し
、

そ
の
合
計
額
以
下
で
責

つ
て

良
い

わ
け
で
あ
る

が
、
各
自
が
之
等
の
計
算
を
爲
す
の
は
不
便
な
場
合
が
多
い
の
で
、
便
宜
上
商
務
省
が
、
中
央
価
格

統
制
委
員
會
の
協
力
を
得
て
、

基
本
価
格

、
許
可
増
加
額
、
叉
は
許
可
便
格
を
指
定
す
る
こ
と
が
出
來

る
こ
と
曳
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
指
定
の
爲

さ
れ
九
場
合

に
は
、

之

に
從

つ
て
爲
し
九
費
買
は
常

に
適
法
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
指
定
価
格

は
、

そ
れ
以
上
の
奴
力
を
有

す
る
も
の
で
は
な

く
、
前
掲
第

一
條
の
規
定

に
よ
り
、
そ
れ
以
上
の
価
格
が
許
可
価
格

な
b
と
考

へ
た
商
人
は
、
自
己
の
危
険

に
於
て
そ
の
許
可
価
格

を
計
算
し
、
そ
の
馨

に
於
て
費
買
す
る
こ
と
が
出
來

る
(

)
。

許
可
債

格
指
定
後
、
原
料
、
運
賃
、
税
金
等
が
更
に
騰
貴
し
た
場
合
の
如
き
、
特
に
然
り
で
あ
る
。

こ
の
商
務
省

の
指
定
価
格

に
対
し
て
は
、
商
人
側
か
ら
も
買
主
側
か
ら
も
不
服
申
立
を
爲
す
こ
と
が
出
來
る
。
辱

昨
年

↓
二
月

一
八
日
の
商
務
省
令
は
、
価
格
統
制
物
品
の
品
目
を
指
定
す
る
に
當

つ
て
、
同
時

に
そ
れ
ら
の
物
品

に
つ
い
て
の
小

費
の
基
本
穰

を
も
指
定
し
た
(
L
a
w
 
T
i
m
e
s
,
 
 
,
v
o
l
.
 
1
8
9
,
 
p
.
 
2
6

).

第
五
條

基
本
償
格
、
許
可
槍
加
額
、
又
は
許
可
償
格
を
指
定
す
る
商
務
省

の
権
限

H

商
人

の
代
表
者
な
り
と
商
務
省
が
認

め
る

一
群

の
者

の
、
あ
る
種
類

の
物
品
に

つ
い
て
爲

さ
れ
た
申
立
に
基
き
、
又
は
本
法
第

八
條
に
よ
り
任

命

せ
ら
れ
た
中
央
価
格

統
制
委
員
會

の
、
あ
る
種
類

の
物
品
に
關
し
て
爲
さ
わ
た
申
立
に
基

い
て
、
商
務
省
が
1

右
委
員
會
に
よ
る
以
外

の
申

立
の

場
合

に
は
、
右
委
員
會
に
諮
問
し
た
上
で
一ド
ー
便
宜
的
且
實
行
可
能
で
あ
る
と
認

め
た
場
合
に
は
、
商
務
省
は
命
令
を
以

っ
て
、

こ
の
點

、
第
三
條
第
四
項
及
び
第
六
條
第

一
項
に
基

く
指
定
と
そ

の

意
義
を
異
に
す
る
。
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
指
定
は
拘
束
力
を
持

つ



⑰

そ

の
種
類

の
物
品
に
封
す
る
基
本
価
格

を
表
は
す
価
格

、

b

そ

の
種
類

の
物
品
に
封
す
る
許
可
槽
加
額

の
標
準
を
表
は
す
百
分
率

、
又
は

(の

そ
の
種
類

の
物
晶
に
封
す
る
許

可
価
格

を
表
は
す
償
格

を
指
定
す

る
こ
と
が
出
來
、
而
し

て
、

本
項
の
號
の
號
又
は
の
號
に
基
く
命
令
が
効
力

を
有
す
る
種
類

の
物
品

の
売
却

叉
は
売
却

の
合
意
若
は
申
出
が

①

右
②
號
に
よ

つ
て
指
定
せ
ら
れ
た
価
格

と
許
可
碧
加
額
と

の
合
計
額
、

α

基
本
憤
格
と
右
㊥
號
に
よ

つ
て
指
定
せ
ら
れ
た
そ
の
百
分
率

に
等
し

い
額
と

の
合
計
額
、
、
又
は

葡

右
④
號
に
よ

つ
て
指
定
せ
ら
れ
た
便
格

を
超
え
ざ

る
価
格

に
て
爲
さ
れ
た
と
き
は
、
本
法

の
上
記
の
規
定

の
如
何
に
拘
ら
ず
、
本
法
第

一
條

の
規
定
に
關
す
る
限
り
、
適
法
な
り
と
看
徹

さ
れ

る
o⇔

前
項

の
命
令
を
制
定
し
た
場
合
に
は
、
閏
來
得
る
限
り
速
か
に
、
商
務
省
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
影
響
を
受
け
さ
う
だ
と
認

め
る
人

々
に
通
知
す

る
最
上
な
り
と
考

へ
る
方
法
に

よ
つ
て
、
そ

の
命
令

の
趣
旨
を
示
し
た
通
告
を
公
表
す
る

こ
と
を
要
す
る
。

⑫

右
命
令

に
対
し

て
は
、

本
法

第
二
附
則

の
規
定
に
從

つ
て
任
命

せ
ら
れ
た
審
判
者

(
r
e
f
e
r
e
e

)

に
対
し

、

問
題
た
る
種
類

の
物
品

の
商
人
又

は
買
主

の
代
表
者
な
り
と
審
判
者
に
よ
つ
て
認

め
ら
れ
る
者

の
申
立
に
よ
つ
て
、
不
服
申
立

(
a
p
p
e
a
l

)

を
欝
す

こ
と
が
出
來
る
。

但
し
、

か
」
る
命
令

に
封
す
る
不
服
申
立
は
、
不
服
申
立
入
が
、

不
服
申
立
を
爲
す
意
思
を
、
前
項

に
よ
つ
て
要
求
せ
ら
れ
た
通
告

の
第

一
回
の
公

表
後
十
四
日

以
内
に
、
商
務

省
に
通
知
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
受
理
せ
ら
れ
な

い
。

四

前
蓮

の
命
令
に
封
す
る
不
服
申
立

の
あ

つ
た
場
合

に
は
、
審
判
者
は
商
務
省

に
対
し
、
そ

の
命
令
を
取
消

し
、
又
は

そ
の
命
令
中

に
指
定
せ
ら

れ
た
領
格
若
は
百
分
率
を
減
少
若
は
増
加
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
そ
の
命
令
を
変
更

す
べ
き
こ
と
を
指
圖
す
る
権

限
を
持
ち
、
而
し

て
商
務
省
は

か
Σ

る
指
圖

に
實
敷
を
與

へ
る

こ
と
を
要
す
る
。

英
吉
利
の
職
一時
物
口胆
慣
絡
…法

一
六
三



法

政

研

究

第
十
巻

第
二
號

一
六
四

五

本
法

の
第

二
附
則

の
こ
の
點

に
關
す
る
規
定
は
、
本
條
に
基
く
不
服
申

立
の
目
的

の
爲

め
の
補
助
者

(
a
s
s
e
s
s
o
r

)

の
任
命
に
關

し
、
及
び
か

、

Σ
る
不
服
申
立
に
基
く
手
續

に
關
し

て
、
効
力

を
有
す

る
。

肉

商
務
省
は
命
令
を
以

つ
て
、

あ
る
物
品
が
本
條
第

一
項
⑥
號
に
墓
く
債
.格
指
定

の
命
令

の
効
力
を
受

け
て
ゐ
る
種
類

の
物
品
で
あ
る

こ
と
、
及

び
そ
れ
に
つ
い
て
売
却

の
申

立
の
爲
さ
れ
て
ゐ
る
価
格

が
指
定
価
格

を
超
え
て
ゐ
な

い
こ
と
を
示
す
爲

め
に
、
そ
の
商
品
に
附
す
る
に
適
當
な
り
と
認

め
る
徴
標
を
定

め
る

こ
と
が
出
來
、
而

し
て
か
く
し
て
定

め
ら
れ
た
徴
標
の
使
用
は
、

一
八
八

七
年

の
商
品
徴
標
法

(
M
e
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
M
a
r
k
s
 
A
c
t
,

1
8
8
7

)

の
目
的

の
爲

め
に
は
、
同
法

の
意
義

に
於
け
る
右
事
實
を
示
す
商
品
表

示

(
t
r
a
d
e
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n

)
で
あ
る
と
看
倣
さ
れ
る
。

第

二
附

則

(
S
e
c
o
n
d
 
S
c
h
e
d
u
l
e

)

は

次

の
如

く

で

あ

る
。

第

二
附
則
価
格

の
指
定

の
命
令

に
封
す
る
不
服
申
立
に
關
す
る
規
定

第

一
則

8

大
法
官
は
、
法
曹
家

た
る
者
を
、
本
法
第

五
條
叉
は
第

六
條
に
基

い
て
制

定
せ
ら
れ
た
命
令
、
叉
は

か
エ
る
命
令
を
憂

更
す
る
命
令

に
封
す
る
総

て
の
不
服
申

立
を
、
審
問
し
決
定
す

る
審
剣
者

に
任
命
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

O

前
項
に
よ
り
任
命

せ
ら
れ
る
者
は
、

一
定

の
任
期

を
以
つ
て
、
そ
σ
任
命

の
時
以
前

に
科
せ

ら

る

こ

と
あ
る
べ
き
被
免
に
關
す
る
條
件

の
下

に
、
任
命
せ
ら
れ
、
そ

の
職
務
終
了

の
際

に
は
再

任
命
せ
ら
れ
る
贅
格
を
有
す
る
。

⑫

審
判
者

の
病
氣
、
無
能
力
叉
は
不
在

の
場

合
に
は
、
大
法
官
は
そ
の
審
判
者

の
代
理
と
し
て
働
く
他

の
者
を
任
命
す
る
こ
と
が
田
來
、

か
く
任

命

せ
ら
れ
た
者

が
か
く
働

い
て
ゐ
る
と

き
に
は
、
審
判
者
と
し
て
の
総

て
の
職
務
権

限
を
有
す
る
。

第
二
則

の

商
務
省
に
よ

つ
て
任
命

せ
ら
れ
る
者
、
各
六
人
よ
り
成
る
、
熟

に
述
べ
る
三
種

の
名
簿
を
作
成
す
る

こ
と
を
要
す
る
q

④

計
理
叉
は
會
計

の
事
項
に
熟
練

せ
る
も

の
と
商
務
省
が
認

め
る
者

、

①

異
な
り
た
る
種
類

の
価
格

の
統
制

せ
ら
れ
た
物
品

の
取
引
に
關
す
る
事
項
に

つ
き
、
專
門
的
知
識

を
有
す
る
と
商
務
省
が
認

め
る
者
、
及
び

㏄

上
記

の
不
服
申
立
に
於

て
、
か
Σ
る
物

品
の
買
主

の
利
益
を
代
表
す
る
資
格
…あ
り
と
商
務
省
が
認

め
る
者

。



⑭

前
項

の
名
簿

の
構
成
員
な
り
と
任
命
せ
ら

れ
る
者
は
、

一
定

の
任
期
を
以

つ
て
、
そ
の
任
命

の
時

以
前
に
科
せ
ら
る
こ
と
あ
る
べ
き
被
免
に
關

す

る
條
件

の
下
に
、
任
命
せ
ら
れ
、
そ

の
職
務
終
了

の
際
に
は
再

任
命

せ
ら
れ
る
資
格

を
有
す

る
。

第
三
則

ω

審
剣
者
は
、
各

不
服
申
立

の
目
的

の
爲

め
に
、
補
助
者
と
し

て
、
上
記
の
各
名
簿

の

一
人
宛

か
ら
補
助
せ
ら
れ
る
。

㊤

取
引
に
關
す

る
事
項

の
專
門
的
知
識
を
有
す
る
者

か
ら
威
立

つ
て
ゐ
る
名
簿
か
ら
、
補
助
者
を
選

ぶ
に
當

つ
て
は
、
審
判
者
は
そ
の
特
定

の
不

服
申
立

の
性
質
に
考
慮
を
携

ふ
べ
く
、
從

つ
て
、
出
來
る
限
り
、
か
く
選
ば

れ
た
者
は
、
そ

ひ
不
服
申
立
を
処
理

す
る
に
當

つ
て
生
ず

る
こ
と
あ
る
べ

き
專
門
的
知
識

に
明
る
く
、
且
之
を
有
し
て
ゐ
る
や
う
に
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
四
則

不
服
申
立
を
虚
理
す
る
目
的

の
鴬

め
に
、
審
判
者
は
、
召
喚
厭
を
以

つ
て
、
何
人
に
対
し

て
も
、
そ

の
召
喚
状

に
指
定
し
た
時
と
虎
と
に

出
頭
し
、
證
據

を
供

し
、
又
は
、
審
剣
者
が
調
査
す
る

こ
と
を
必
要
な
り
と
考

へ
る
、
そ

の
管

理
し
若
は
支
配
下
に
あ
る
文
書
を
提
出

す

べ
き

こ
と
を

要
求
す

る
こ
と
が
出
來
、
且
宣
析言
に
基
く
證
據

を
取
得
し
、
そ

の
目
的

の
爲

め
に
宣
誓

を
爲

さ
し

め
、
叉
は
、
宜
誓
を
爲
さ
し
め
る
代
り
に
、
調
査
を

受
け
る
者
に
対
し

、
調
査
を
受
け
た
事
項

の
眞
實
な

る
こ
と
を
宣
言
し
且
署
名
ナ
ベ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
田
來
る
。

但
し
、
何
人
も
、
そ
の
出
頭
に
必
要
な
費
用
の
支
払

叉
は
提
供
を
受

け
ざ
る
限
り
、
か

Σ
る
召
喚
状

に
服
從
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
佳
所

よ
り
十

哩
以
上
旅
行
す

べ
き

こ
と
を
要
求
せ
ら
れ
る

こ
と
が
な

い
。

第
五
則

本
附
則

の
上
記
規
定
に
反
ぜ

ざ
る
限
り
、

大
法
官
は
、

上
記
の
不
服
申

立
に

つ
い
て
の
手
續
を
規
律
す

る
規
定
を

制
定
す
る
こ
⇔
が
出

來
、
且
本
則

の

一
般
性
を
害

せ
ざ

る
限
り
、
か

」
る
規
定
は
、
不
服
申
立
に
關
す
る
行
爲

の
爲
す

べ
き
期
間
を
制
限
す
る
定

め
を
爲
す

こ
と
が
出
來
る
。

第
六
則

θ

商
務
省
は
、

本
附
則
に
基
き
任
命
せ
ら

れ
た
審
判
者
、

及
び

不
服
申
立
の
目
的

の
爲

め
に
補
助
者
と

し
て
働
く

べ
く
選
ば
れ
た
者

に
、
商
務
省
が
大
藏
省

の
同
意

の
下
に
決
定
す
る
報
酬
を
支
沸

ふ
こ
と
が
出
來
、

且
商
務
省
及
び
大
藏
省

の
同
意
す
る
、
審
判
者
及
び
か
く
選
ば
れ

た
者

の
費
用
を
支

出
す

る
こ
と
を
要
す
る
。

◎

本
則
に
基

く
商
務
省

の
費
用
は
、
議
會

に
よ
つ
・て
支
給

せ
ら
れ
る
金
鏡
よ
り
支
田
せ
ら
れ
る
。

英
吉
利

の
職
時
物
品
価
格

法

一
六
五
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第
十
巻

第
二
號

一
六
六

更

に
商

務

省

は

、

新

し

い
種

類

の
物

品

の
基

本
価
格

を
定

め

み
権

限

を
持

つ
て

ゐ

る
。

第
六
條

新
し

い
種
類
の
物
品
に
封
す

る
基

本
価
格

θ

一
九

三
九
年

八
月
一
=

日
後
に
出
現
七
だ
と

の
理
由
に
よ

つ
て
、
本
法
第
三
條

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と

の
田
來
な

い
種
類

の
価
格

の
統
制
せ

ら

れ
た
物
品
に
關
し
て
は
、
商
務
省
は
命
令
を
以

つ
て
、
そ
の
命
令

の
効
力

存
綴
中
は

、
本
法

の
目
的

の
爲

め
に
、
売
却

せ
ら
れ
、
頁
却

の
合
意

の
偶

さ
れ
、
叉
は
売
却

の
申
出

の
爲
さ
れ
る
、
そ
の
種
類

の
物
品
に
封
す

ろ
基
本
償
格
と
看
徹

さ
る
べ
き
価
格

を
、
指
定
す
る

こ
と
が
出
來
る
。

⇔

前
條
第

二
項
乃
至
第
五
項

の
規
定
は
、
そ
れ
ら
が
同
條
第

一
項
に
基

い
て
制
定
せ
ら
れ
た
命
令
に
關
し

て
効
力
を
有
す

る
と
同
様

に
、
本
條
に

基

い
て
制
定

せ
ら
れ
た
命
令
に
關
し
て
も
効
力

を
有
す
る
。

一
般

的

に
本

法

に
基

く
商

務

省

令

に
關

し

、

次

の
如

き
規

定

が

あ

る

。

第

一
九
條

本
法

の
目
的

の
爲

め
の
商
務
省

の
権
限

θ

本
法
に
基

き
商
務
省
に
制
定

の
権
限
の
與

へ
ら

れ
た
命
令
は
、
商
務
大

臣

(
P
r
e
s
i
d
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
B
o
a
r
d

)
、
又
は
そ
の
不
在

の
場
合

に
は
主

要
國
務
大
臣

(
S
e
c
r
e
t
a
r
y
 
o
f
 
S
t
a
t
e

)
の

一
人
、

が
之
を
制
定
す
る

こ
と
が
出
來

、
叉
本
法
に
よ

つ
て
若
は
本
法
に
基
き
、
商
務
省
に
よ
り
、
商
務

省
に
対
し

、
若
は
商
務
省

の
前

で
爲
す
べ
き
こ
と
を
要
求
せ
ら
れ
叉
は
授

権
せ
ら
れ
た
他

の
事
項
は
、
商
務
大

臣
、
商
務
省

の
長
官

、
次
官
、
参
事
官

(
s
e
c
r
e
t
a
r
y
,
 
u
n
d
e
r
s
e
c
r
e
t
a
r
y
,
 
a
s
s
i
s
t
a
n
t
 
 
s
e
c
r
e
t
a
r
y

)
、

叉
は
大
臣
に
よ
ザ
そ

の
爲

め
の
権
限
の
與

へ
ら
れ
た
者
に
よ
り
、
之
等
の
者
に
対
し

、
.

若
は
之
等

の
者

の
前

で
爲
す

こ
と
が
出
來
る
。

⇔

本
法
に
基
き
商
務
省

の
制
定
し
た
命
令
は
、
商
務
省

の
制
定
す

る
そ

の
後

の
命
令
に
よ
つ
て
変
更

又
は
廃
止

す
る

こ
と
が
出
來

る
。

但
し
、
本
法
第
五
條

第

一
項
叉
は
第
六
條
に
基
き
制
定
し
た
命
令
を
変
更

す
る
命
令
i

審
判
者
に
よ

つ
て
與

へ
ら
れ
た
指
園

に
從

つ
て
爲
し
壼
場

合
を
除
く
ー
1
あ
関
係

に
於

て
は
、
本
法
第
五
條
第

二
項
乃
至
第
五
項
の
規
定
が
、
そ
れ
ら
が
同
條
第

一
項

に
基

い
て
制
定
せ
ら

れ
た
命
令

に
關
し
て

効
力

を
有
す
る
と
同
様
に
、
効
力

を
有
す

る
。



㊨

本
法
の
何
れ
か
の
目
的

の
爲

め
の
命
令
中
に
於
け
る
物
品

の
種
類

の
定
義
を
組
立

て
る
に
は
、
如
何
な
る
情
況
を
参

照
し

て
之
を
組
立

て
エ
も

差
支
が
な

い
。

鱈

本

法
の
第

一
附

則
に
よ
り
商
務
省
に
付
與

せ
ら
れ
た
、
許

可
措
加
額
を
決
定
す
る
に
當

つ
て
考
慮
せ
ら
る
べ
き
事
項
を
指
定
す

る
、
権
限
の
行

使
と
し

て
制
定

せ
ら
れ
た
る
商
務
省
の
命
令
は
、
そ
の
命
令

が
効
力

を
有
す
る
に
至
る
前
に
爲
さ
れ
た
取
引
に
封
す

る
関
係

に
於

て
も
、
宛
も
そ
の
事

項
が
最
初

に
制
定
せ
ら
れ
た
と
き
の
同
附
則
中
に
指
定
せ
ら
れ

て
あ

つ
た
如
く
に
、
本
法
が
効
力

を
有
す
べ
き
旨
を
規
定
す

る
こ
と
が
出
來
る
。

価

商
務
省
は
、
裁
判
所

の
手
續
、

叉
は
本
法

に
基
く
審
剣
者

へ
の
不
服
申
立
の
手
續

の
関
係
以
外

に
於

て
は
、
本
法
に
基
き
制
定
す

る
こ
と
を
要

求
せ
ら
れ
又
は
授
権
せ
ら

れ
た
、
何
れ
か
の
事
柄

に
封
す

る
関
係

に
於

て
從
は

る
べ
き
手
續

を
規
律
す

る
爲

め
、
及
び

一
般
的
に
本
法

の
規
定
に
實
敷

を
與

へ
る
爲

め
に
、
規
則
を
制
定
す
る

こ
と
が
出
來

る
。

三

統

制

違

反

に
封

す

る
制

裁

統

制

違

反

の
費

主

に
封

す

る
刑

罰

り
最

高

限

は
、

二

年

の
禁
固

叉

は
五

百
確

の
罰

金

又

は

そ

の
双

方

で

あ

る
。

違

反

が

三

回

以

上

累

ね

ら

れ

た
場

合

に
は

、
違

反
者

に
営
業

の
停

止

を
命

す

る

こ

と

も
出

來

る
。

術

統

糾

違

反

の
萱

買

の
私

法

上

の
敏

力

に

つ

い

て
は

後

に
別

に
之

を
述

べ

る
。

第
七
條

許
可
価
格

よ
り
上
で
の
売
却

に
封
す

る
刑
罰

8

本
條
第

三
項

の
規
定
に
該
當
す

る
場

合
を
除
き
、
本
法
第

一
條

の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
有
罪
で
あ
り
、

⑫

略
式
起
訴

(
s
u
m
m
a
r
y
 
c
o
n
v
i
c
t
i
o
n

)

に
基
き
、
三
月
を
超
え
ざ

る
期
間

の
禁
固
、
又
は
百
膀
を
超

え
ざ
る
罰
金
、

叉
は
そ
の
双
方
に
腱

せ
ら
れ
る
か
、
又
は

b

公
式
起
訴

(
c
o
n
v
i
c
t
i
o
n
 
o
n
 
i
n
d
i
c
t
m
e
n
t

)
に
基
き
、

二
年
を
超
え
ざ

る
期
間

の
禁
固

、
叉
は

五
百
膀
を
超
え
ざ

る
罰
金
、
又
は
そ
の
双

(
英
吉
利
の
職
時
物
品
偵
格
法

一
六
七
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第
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一
六
八

方
に
虎
せ
ら
れ
る
。

但
し
、
本
法
第

一
條

に
違
反
し
て
露
さ
れ
た
申
出
又
は
合
意

の
後

、
そ

の
申

出
又
は
合
意

に
從

つ
て
、
合
意
又
は
売
却

の
爲

さ
れ
た
場
合
に
は
、
か

紮
る
取
引
は
合
せ

て
単
一

の
犯
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
看
倣

さ
れ
る
。

⇔

前
項

の
犯
罪
に

つ
き
、
同

一
人
が
三
度
叉
は

そ
れ
以
上
有
罪
な
り
と
畿
見
せ
ら
れ
た
場
合

に
は
、
検

事
総
長

(〉
暮
o
ヨ

o
団
O
o
昌
2
巴
)

の
申

立
、
又
は
槍
事
総
長

の
同
意

の
下
に
爲
さ
れ
た
検
察
官

の
申

立
に
基

き
、
裁
判
所
は
、
そ

の
行

程
に
於
て
そ

の
犯
罪
を
権
威

す
る
取
引
が
行
は
れ
た
菅

業
、
若
は
菅
業

の
あ
る
部
門
、
若
は
同
檬

の
性
質

の
営
業
若
は
菅
業

の
部
門
を
、
犯
人
が
管

み
又
は
管

む
こ
と
に
直
接
若
は
間
接
に
關
與
す

る
こ
と
を

妨
げ
る
爲

め
、
裁
判
所

の
適
常
な
り
と
考

へ
る
期
間
効
力

を
存
続

す

る
命
令
を
言
渡
す

こ
と

が
出
來
、
且
本
項
に
基
き
言
渡
さ
れ
た
命
令

に
違
反
し
た

者
は
、
有
罪
で
あ
ゆ
・
、

⑫

略
式
起
訴
に
基

き
、

三
月
を
超

え
ざ
る
期
間

の
禁
固

に
塵
せ
ら

れ
る
か
、
叉
は

旬

公
式
起
訴

に
基
き
、
五
年
を
超
え
ざ

る
期
間

の
懲
役
に
塵
せ
ら
る
。

(
⑫

本
法
第

一
條

の
何
れ
か

の
規
定
違
反

の
故
を
以

つ
て
起
訴
せ
ら
れ
た
者
に
と

つ
て
は
、
そ

の
起
訴
の
理
由
た
る
事
項
に
關
し
、
他

人
の
被
傭
者

又
は
代
理
人
と
し

て
、
雇
傭

の
行
程
に
於

て
、
そ

の
雇
傭

主
叉
は
そ
の
他

の
特
定
人

の
指
揮

の
下
に
行
動
し
た
の
で
あ
る

こ
と
を
、
謹

明
す
れ
ば
抗
辯

と
な
る
。

価
格

統

制

が
勘

行

せ
ら

れ

て

ゐ

る

か
否

か
を
監
視

す

る
爲

め

に
、
価
格

統

制

委

員

會

(
p
r
i
c
e
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
i
t
t
e
e

)

が

作

ら

れ

、

違

反
行

爲

の
起

訴

に

も

こ

の
委

員

會

が
協

力

す

る

こ

と

に

な

つ

て

ゐ

る
。

第
八
條
価
格

統
制
委
員
會

に
よ
る
強
行

』

商
務
省
は
、
中
央
価
格

統
制
委
員
會
、
及
び
、
本
法

の
規
定

の
實
敷
あ
る
強
行

の
爲

め
に
必
要
又
は
便
宜
な
り
と
考

へ
る
敷

の
、
各
地
方
に
關

し



そ

の
職
務
を
行
ふ
権

限
を
有
す
る
地
方
価
格

統
制
委
員
會
を
、
任
命
す

る
こ
と
を
要
す
る
。
1

〔
(
註
)

地
方
価
格

統
制
委
員
會
は
、
イ

ン
グ
ラ

ン

ド
に

一
〇

、

ウ

エ
ー

ル
ズ

に

二
、

北

部

ア

イ

ル

ラ

ン
ド
に

一
、

ス

コ
ツ
ド

ラ

ン
ド

に

三

、

設

置

せ

ら

れ

た

(
B
o
a
r
d
 
o
f
 
T
r
a
d
e
 
J
o
u
r
n
a
l
,
 
v
o
l
.

1
4
3
,
 
p
.
 
8
3
9
,
 
v
o
l
.
 
1
4
4
,
 
p
.
 
 
1
3

〕

O

地
方
償
格
統
制
委
員
會

の
義
務
は
、
本
法
の
規
定
を
そ
の
地
方
に
於

て
張
行
し
、
本
法
第

一
條

の
何
れ
か
の
規
定
に

つ
き
そ
の
地
方
に
違
反
あ

U
と
主
張
す
る
者
に
、
委
員
會
に
申
告
を
爲
し
、
且
そ

の
者

の
要
求
あ
る
と
き
は
委
員
會
に
於
て
審
問
を
受

け
る
機
會

を
與

へ
る
こ
と
に
あ
る
。

筒

地
方
価
格

統
制
.委
員
會
は

叉
、
そ

の
時
現
に
は
価
格

の
統
制

せ
ら
れ

て
ゐ
な

い
物
品
に

つ
き
、
そ
の
地
方
で
売
却

の
申
田

の
爲
さ
れ
て
ゐ
る
債

格
を
常

に
調
査
し
、
且
そ
の
中

の
あ
る
物
品
に
封
す
る
関
係

に
於

て
、
本
法
第
二
條

に
基
く
命
令
が
制
定
せ
ら

れ
る

こ
と
を
適

當
な
り
と
認

め
た
場
合

に
は

、
そ
の
旨
中
央
価
格

統
制
委
員
會
に
申
告
す
る
こ
と
を
要
す

る
。

一
四

中
央
償
格
統
制
委
員
會

の
義
務
は
、
地
方
価
格

統
制

委
員
會
に
よ
る
職
務
途
行

の
方
法
に
統

一
を
確
保
し
、
本
法

の
規
定
の
強
行
に
封
す
る

一

般
的
監
督
を
行

ひ
、
あ
る
種
類

の
物
品
の
関
係

に
於

て
、
本
法

の
規
定
違
反

に
關
す
る
問
題
が
多
く
の
地
方
に
於

て
生
ず

る
ら
し

い
と

の
理
由
、
叉
は

そ
の
他

の
理
由
に
よ

つ
て
、
適
宜
な
り
と
認
め
た
場
合

に
は
、
自
ら
本
法
の
規
定
を
彊
行
し
、
且
商
務
省
に
対
し

そ

の
本
法
に
よ
る
職
務
途
行

に
つ
き

助
言
と
補
助
を
與

へ
る
に
あ
る
。

㊧

地
方
価
格

統
制
委
員
會
が
、
そ
の
地
方
に
本
法
第

一
條
の
何
れ
か
の
規
定
に
封
す

る
違
反
が
あ
つ
た
と
認

め
、
且
違
反
者
な
り
と
嬢
疑

を
か
け

た
者

に
陳
述

を
旙
.す
機
會
を
與

へ
た
上
で
1

街

そ
の
者

の
要
求
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
審
問
し
た
上
で
ー

そ
れ
に
關
し
起
訴
が
爲
さ
る
べ
し
と

の
意
見

で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
嬢
疑
を
か
け
た
違
反
を
中
央
価
格

統
制
委
員
會

に
報
告
す
る

こ
と
を
要
し
、
中
央
価
格

統
制
委
員
會

も
、
右
と
同
意

見
な
る
と
き
は
、
同
委
員
會
は
商
務
省
に
起
訴
を
要
求
す
る
こ
と
を
要
す

る
。
伺
中
央
価
格

統
制
委
員
會
が
嫁
疑
を
か
け
た
違
反

を
自
分
で
調
査
す
る

を
適
當
な
り
と
考

へ
、

且
、

違
反
者
な
り
と
嬢
疑
を
か
け
た
者
に
上
蓮

の
如
き
機
會
を
與

昏
た
上
で
、

起
訴
が
爲
匙
る
べ
し
と

の
意
見
で
あ
る
と
き

も
同
様

の
要
求
を
爲
す

こ
と
を
要
す
る
。

英
吉
利

の
戦
時
物
品
便
格
法

一
六
九
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第
十
巻

第

二
號

一
七
〇

・㈹

本
法
第

一
條

の
何
れ
か
の
規
定
違
反
に
封
す

る
起
訴
は
、
商
務
省
が
上
記

の
要
求
に
基

い
て
爲
す
以
外

に
は
、
之

を
爲
す

こ
と
を
得
な

い
。

但
し
、
公
訴
長
官

(
D
i
r
e
c
t
o
r
 
o
f
 
P
u
b
l
i
c
 
P
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
s

)
は
、
左
の
場
合
に
起
訴
を
爲
す

こ
と
が
出
来

る
。

②

公
訴
長
官
が
起
訴
を
爲
す
べ
き
で
あ
る
と
認

め
、

且
、

地
方
償
格
統
制
委
員
會
が
そ

の
嫌
疑
を
か
け
た
違
反
を
知

つ
て
ゐ
な
が
ら
、

中
央

価
格

統
制
委
員
會
に
報
告

を
爲
さ
ず
、
叉
は
中
央
偵
格
統
制
委
員
會
が
そ
の
報
告
を
受

け
叉
は
嬢
疑
を
か
け
た
違
反
を
自
ら
調
査
し
な

が
ら

商
務
省
に
起
訴
の
要
求
を
爲
さ
な
、か
つ
た
と
き
、
叉
は

b

商
務
省
が
公
訴
長
官
に
起
訴
を
要
求
し
た
と
き
。

(
㈹
価
格

統
制
委
員
會
は
、
書
面
に
よ
る
通
知
を
以

つ
て
、
価
格

の
統
制
せ
ら

れ
た
物
品

の
頁
却
を
含
む
営
業

を
菅
ん
で
ゐ
る
者
に
、
そ

の
通
知
書

に
指
定

叉
は
記
載
し
た
、
そ
の
者

の
保
管

し
又
は
支
配
内
に
あ
リ
、
且
そ
の
調
査
が
本
法

の
目
的
の
た
め
に
合

理
的
に
要
求

せ
ら
れ
得
る
、
そ
の
営
業

に
関
係

あ
る
計
算
書
、
帳
簿
そ
の
他

の
書
類
を
、
委
員
會

の
.任
命
し
た
者
に
提
毘
し
、
そ
の
調
査
を
許
し
、
且
本
法

の
目
的
の
欝

め
に
合
理
的
に
要
求

し
得
る
報
告

を
そ
の
者
に
供
す
べ
き

こ
と
を
、
要
求
し
得
る
。

σQ
価
格

統
制
委
員
會
は
、
商
務
省
の
決
定
す
る
様
式
に
於
て
構
成
せ
ら

れ
る
。

働

商
務
省
は
、
各
価
格

統
制
委
員
會

に
対
し

、
書
記
を
任
命
す

る
こ
と

が
出
來
、
且
各
委
員
會
は
、
商
務
省
が
大
藏
省

の
同
意

の
、下
に
決
定
す
べ

き
、
吏
員
及
び
使

用
人
を
雇
ふ
こ
と
が
出
來

る
。

δ

商
務
省
は
、
そ

の
大
藏
省

の
同
意

の
下
に
決
定
す
る
所
に
從

ひ
、
各
価
格

統
制
委
員
會

の
委
員
に
、
報
酬

(
若
し
あ
ら
ば
)
及
び
族
費
食
費

の

手
當
を
、
叉
上
記
の
任
命
に
か
、
る
書

記
及
び
上
記
の
雇
入
に
か
エ
る
吏
員
及
び
使

用
人
に
、
報
酬
を
、
更
に
叉
委
員
會

の
費
用
を
支
錦
ふ

こ
と
を
要

す
る
。

=

前
項

に
基
く
商
務
省

の
総

て
の
費
用
は
、
議
會

に
よ
つ
て
支
給

せ
ら
れ
る
金
焼

よ
り
支
出

せ
ら
れ
る
。

(

'

本

法

に
基

く
制

裁

の

訴
訟
手
續

に
於

け

る

立

讃
責

任

に

つ
き
、



第
九
條

訴
追
せ
ら

れ
た
価
格

が
許

可
価
格

の
範
囲
内
な
る
こ
と

の
立
謎
責
任

本

法
第

一
條
の
何
れ
か

の
規
定
違
反

の
散
を
以
つ
て
起
訴
せ
ら
れ
、
問
題

た
る
物
品
の
売
却

、
叉
は
喪
却
の
合
意
若
は
申
出
、
及
び
そ
れ
ら

に
つ
い

て
の
償
格
が
謹
明
せ
ら
れ
た
場
合

に
於

て
、
更
に
、
そ
の
価
格

が
そ
の
物
品
、
又
は
同

一
日
に
若
は
同

一
日
頃

に
、
同
檬

の
情
況
の
下
に
菅
業

の
行
程

に
於

て
、
賓
却
し
又
は
質
却

の
合
意

の
爲
さ
れ
た
他

の
同
檬

の
物
品
、
に
封
す

る
墓
本
価
格

を
超
え
て
ゐ
る
こ
と
が
詮
明
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
問
題
た

る
売
却

、
合
意

又
は
申
出

の
爲

さ
れ
た
価
格

が
、
許

可
価
格

を
超
え

て
ゐ
な

か
つ
た
こ
と
を
立
證

し
、
又
は
、
問
題
た
る
物
品

の
周
す
る
種
類

の
物
品

に
關
す
る
本
法
第
五
條
に
基
く
価
格

若
は
百
分
率
の
指
定
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
そ

の
頁
却
、
合
意
又
は
申
田
が
、
同
條
に
よ

つ
て
適
法
な
り
と
看
徹

さ

る
べ
き
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
を
立
證

す

る
責
任
は
、
被
告
人
に
あ

る
。

前

揚

第

八

條

第

七
項

は

、

商

人

に
書

類

の
提

出

又

は

報

告

の
供

與

を
命

じ

得

る

こ

ご

を
定

め

て

ゐ

る

が

、

こ

れ

ら

に

つ

い
て

更

に

次

の
規

定

が

あ

る
。

第

一
六
條

要
求
せ
ら

れ
た
報
告

の
供
與
を
怠

つ
た

こ
と
に
封
す
る
刑
罰

e

本
法
に
基

い
て
提

出
又
は
供

與
を
要
求
せ
ら

れ
た
計
算
書
、
帳
簿
其
の
他

の
書
類
又
は
報
告
を
、
提
出

叉
は
供
輿
す
る

こ
と
を
怠

つ
た
者
は
、

略

式
起
訴
に
基
き
、
五
十
膀
を
超
え
ざ

る
罰
金
、
及
び
そ

の
上
に
そ

の
癬
怠

の
績
く
間

一
日
に

つ
き
十
膀

を
超
え
ざ

る
罰
金
に
虜

せ
ら
れ
る
。

⇔

本
法
に
基

い
て
計
算
書
、
帳
簿
そ
の
他

の
書
類

の
提

出
を
要
求
せ
ら

れ
た
者
が
、
欺
く
意
圖
を
以

つ
て
、
重
要

な
る
事
項
に

つ
き
、
虚
鶴
な
る

こ
と
を
知

つ
て
ゐ
る
計
算
書
、
帳
簿
其

の
他

の
書
類
を
提
出
し
た
と
き
、
叉
は
本
法
に
基

い
て
報
告

の
供
與
を
要
求
せ
ら
れ
た
者

が
、
重
要
な
る
事
項

に

つ
き
、
虚
傷
な
る
こ
と
を
知

つ
て
ゐ
る
陳
述
を
爲
し
、
若
は
重
要
な
る
貼
に
於

て
虚
偉
な

る
陳
述
を
輕
卒
に
爲
し
た
6
と
き
は
ー

そ
の
こ
と
に
封

し
公
式
起
訴
が
爲

さ
れ
た
る
場
合
以
外

に
於

て
は
ー

略
式
起
訴
に
基

き
、
百
確
を
超
え
ざ
る
罰
金
、
叉
は

三
月
を
超
え
ざ
る
期
間

の
禁
錮
、
又
は
そ

の
双
方
に
虜

せ
ら
れ
る
。

㊧

本
法

㊧
第

二
附

剥
に
基

い
て
襲
せ
ら
れ
た
召
喚
状

に
從

つ
て
、
田
頭

し
叉
は
護
操
を
血
ハ
へ
る
こ
と
を
、
拒
絶
し
叉
は
故
意
に
怠

つ
た
者
は
、
略

英
吉
利

の
職
時
物
品
便
格
法

一
七

一



法

政
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十
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二

式
起
訴
に
基

き
、
五
十
確
を
超
え
ざ

る
罰
金
、
叉
は

三
月
を
超
え
ざ
る
期
間

の
禁
固
、
又
依
そ
の
双
方
に
塵
せ
ら
れ
る
。

第

口
七
條

報
告
開
示
の
制
限

e

本
法
に
基

い
て
得
ら
れ
た
個

々
の
菅
業
に
關
す

る
報
告
は
、

そ
の
菅
業
を
菅
ん
で

ゐ
る
者

の
同
意
な
く
し
て
は
、
本
法

の
施
行

に
關
聯
す

る
以

外

に
於

て
は
、
開
示
し
て
は
な
ら
な

い
。

.

、

レ

但
し
、
本
條

の
何

れ
の
規
定

も
、
本
法
に
よ
る
と
否
と
を
問
は
ず
、
提
起
せ
ら
れ
た
刑
事
手
續

の
目
的

の
爲
め
に
、
叉
は

か
エ
る
手
續

の
報
告

の
爲

め
に
、
爲

さ
れ
た
報
告

の
開
示
に
は
適
用
せ
ら
れ
な

い
。

◎

本
條

に
違
反
し
て
報
告

の
開
示
を
爲
し
た
者
は
、
略
式
起
訴
に
基
き
、
三
月
を
超

え
ざ
る
期
間

の
禁
固

、
叉
は
五
十
膀
を
超
え
ざ

る
罰
金
、
叉

は

そ
の
双
方

に
、
叉
は
公
式
起
訴
に
基
き
、
二
年
を
超
え
ぎ
る
問

の
禁
錮
、
又
は

百
膀
を
超

え
ざ
る
罰
金
、
叉
は
そ
の
双
方

に
盧
せ
ら
れ
る
。

更

に
法

人

犯

罪

に

つ
き

、

第

一
八
條

法
入
に
よ
る
犯
罪

本
法

の
何

れ
か
の
規
定
違
反
に
よ
り
、
有
罪

の
宣
告
を
受
け
た
者

が
法
人
な
る
と
き
は
、
違
反

の
當
時

そ
の
法
人

の
理
事
叉
は
役
員
で
あ

つ
た
者
は

何
入
も
、
そ

の
違
反
が
彼

の
同
意
又
は
駄
許
な
し
に
爲
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
そ

の
法
人

の
理
事

叉
は
役
員
と
し
て

の
職
務

の
性
質
及
び
総

て
の
事
情
を

考
慮
し

て
行
使
す
べ
き
で
あ
つ
た
所

の
、
違
反
を
防
止
す
べ

き
総

て
の
注
意
を
行
使
し
た
る
こ
と
を
立
證

す
る
に
非
ざ
れ
ば
、

そ
の
違
反

に
つ
き
有
罪

な
り
と
看
傲

さ
れ
る
〇四

統

制

違

反

行
爲

の
私

法

上

の

敏

果

価
格

を
統

制

し
た

場
合

に
、

そ

の
価
格

を

超

ゆ

る
封

債

を
以

つ

て
爲

し

九

費

買

の
私

法

上

の
効
力

如

何

は
、

種

々
論

議

せ
ら

れ

る

處
で

あ

る
が

、

本

法
第

十

條

は

、

買

主

が

そ

の
選
択

に
從

ひ

、

そ

の
費

買

を

取

消

す

か

、

叉

は

之

を
追

認

し

て
超

過
支
払

其

の
他

右



違

反

に

よ

つ

て
蒙

つ
た

損
失

の
賠

償

を
請

求

す

る

こ

と

が
出

來

る
、

旨

を
定

め

て

ゐ

る
。

詳

し

く
は

次

の
如

く

で

あ

る
。

第

一
〇
條

禁

止
せ
ら
れ
た
取
引
を
取
消
す
か
又
は
超
過
代
金
を
取
戻
す
買
主

の
権

利

日
価
格

の
統
制
せ
ら
れ
た
物
品
を
、
菅
業

の
行
程
に
於

て
、
特
定

の
価
格
で
売
却

し
、
又
は
頁
却

の
合
意
若
は
申
田
を
爲
し
た
と
の
理
由
に
よ
つ

て
起
訴
せ
ら

れ
、
そ

の
被
疑
者
が
有
罪
な
り
と
発
見

せ
ら
れ
た
場
合
に
於

て
、

④

そ
の
起
訴
が
曹
ハ却

又
は
合
意

に
關
す
る
と
き
は
、
そ
の
頁
却
又
は
合
意

の
買
主
が
、
而
し
て

旬

そ

の
起
訴
が
頁
却
又
は
合
意
に
開
す
る
と
、
申
出

に
關
す

る
と
を
問
は
ず
、
そ

の
営
業

の
行

程
に
於
て
、
右
発
見

の
日
以
前
に
、
本
法
第

一

(

し
條
に
違
反
し
て
、
そ
れ
と

同

一
の
又
は

よ
り
高

い
価
格
に
て
爲
さ
れ
た
、
同
様

の
物
晶

の
売
却

叉
は
質
却

の
合
意

の
買
主
は
、

次

の
二
種

の
権

利
を
有
し
、
そ

の
選
澤
に
從

ひ
、
本
法
の
規
定
に
從

つ
て
之
を
行
使
し
得
る
。

⇔

右

買
主
は
、
そ

の
頁
却
又
は
合
意
を
取
消

さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱

ひ
、
且
費
主
よ
り
、
買
主

の
爲

め
受
取

つ
た
金
乏
し
て
、
そ
の
費
買
に
封

す

る
約
因
と
し
て
支
携

つ
た
金
額
を
取
戻
す
権
利
を
有
す

る
。ー

〔
(
註
)

「
買
主
の
爲
め
受
取

つ
た
金
と
し

て
」
と
は

「
不
當
利
得
し
た
金
と
し
て
」

の
意
味
で
あ
る
。
〕

但
し
、
買
主
が
か
く
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
第
三
者

の
取
得
し
た
権
利
が
害

せ
ら
れ
る
と
き
、
売
却
,若
は
合
意

の
日

よ
り
不
相
當
な
期
間
経
過
し
た
と

き
、
又
は
売
却

の
場
合

に
於

て
貿
主
が
そ

の
物
品
を
、
買
主
に
所
有
権

の
移

つ
た
時
乏
重
要
な
貼
に
於

て
は
同

一
の
状
態

に
於

て
、
費

主
に
提
供

し
な

い
と
き
は
、
買
主
は
本
條
に

よ
つ
て
與

へ
ら
れ
た
権
利
を
行
使
す
る

こ
と

が
出
來

な

い
。

日

右
買
主
は
、
そ
の
売
却

又
は
合
意
を
追
認
し
、
且
そ
の
違
反
に
よ

つ
て
そ

の
蒙

つ
た
損
失
の
範
囲

に
於

て
ー

そ

の
物
品
の
韓
費
又
は
韓
頁

の

合
意

の
爲

め
に
、
そ
の
受
け
た
叉
は
受
け
る
べ
き
約
因
を
考
慮
に
入
れ
て
1

前
項
と
同
じ
く
取
戻
す
権
利
を
有
す
る
。
ー

-
〔
(
註
)
「
前
項
と
同
じ

く
」
と
は

「
買
主
の
爲

め
受

取

つ
た
金
と
し

て
」
の
意
。
〕

⑳

本
條
に
よ
つ
て
取
戻
し
得
る
金
額
は
、
そ

の
支
携

つ
た
日
以
後
年
五
分

の
利
率

の
利
息

を
付
し

て
取
戻
し
得
る
。

英
吉
利

a
職
時
物
品
価
格

法

臼
七
三



法

政

研

究

.
第
十
巻

第
二
號

一
七
四

価

本
條
に
よ
り
輿

へ
ら
れ
た
権
利
は
、
自
己
も
、
問
題
た
る
違
反

に
蟹
…助
し
、
教
陵

し
、
助
言
し
、

又
は
之
を
惹
起
し
た
と

の
理
由
に
欲

っ
て
、

罰
せ
ら
る
べ
き
責
あ
る
と
き
は
、
之
を
行
使
す

る
こ
と
が
出
來
な

い
。

右

に
述

べ
た
第

十
條

第

二
項

但

書

に
も

善
意

の
第

三
者

保

護

い
規

定

を
設

け

て

ゐ

る

が

、
第

十

五
條

は

更

に
次

の
如

く
規

定

し

て

ゐ

る
。第

闇
五
條

善

意
者

の
権
利
に
封
す
る
留
保

取
引

の
本
法
に
よ
る
違
法
性
は
、

そ
の
取
引
κ
關
し
本
法
違
反

の
責

あ
リ
、
叉
は

か
Σ
る
違
反
に
鶴
助
、
教
陵

、
助
言
、
惹
起

の
理
由
に
よ
り
罰
せ

ら
る
べ
き
責

あ
る
者
、
以
外

の
者
に
よ
つ
て
取
得
せ
ら
れ
た
権
利
を
害

し
な

い
。

五
売
惜

の

禁

止

本

法

は
、
価
格

統

制

品

の
売
惜

を
禁

止

し

、

之

を

罰

す

る

こ

ご

に
し

て

ゐ

る
。

第

=

一條

持
合
せ
品

の
売
惜
禁

止

8

本
條
第
三
項

の
規
定

の
場
合
を
除
き
、
価
格

の
統
制
せ
ら
れ
た
種
類

の
物
品
を
通
常
に
頁
却
す
る
営
業

を
瞥
ん
で
居

り
、
且
そ

の
種
類

の
物
品

の
持
合
せ
品
を
持

っ
て
ゐ
る
者
は
、
直

ち
に
支
携
を
爲
す
と

の
提
供

の
下
に
(
許

可
価
格

に
て
そ

の
種
類

の
物
品
を
購
買
せ
ん
と

の
申
田

の
あ

つ
た
揚

合
は
、
之
を
拒
絶
す

る
こ
と
を
得
な

い
。

口

前
項

の
目
的

の
爲

め
に
は
、
購
買

の
申
出
を
受
け
た
者
が
、
他

の
物
品

(
価
格
の
統
制
せ
ら
れ
た
物
品
た
る
と
否
と
を
問
は
な

い
)
を
も
購
買

す
る

こ
と
、

又
は
奉

仕
に
対
し
支
払

を
爲
す

こ
と
を
要
求
す
る
條
件
、
又
は
そ
の
他

の
條
件

の
下
に
於

て
、
そ

の
焼
買

の
申
出
を
承

諾
す
べ
き

こ
と
を

提
議

し
た
と
き
は
、
申
出
を
拒
絶
し
た
も
の
と
看
微

さ
れ
る
。



⑫

購
買
の
申
田

の
承
諾
、
又
は
そ

の
提
議

す
る
條
件
を
履
行
せ
し
む
る

こ
と
な
し
に
爲
す
承
諾
が
ー

そ

の
申
出

の
圓
的
た
る
物
品
の
量
そ

の
他

の
鮎
を
考
慮
し

て
ー

申
出
を
受

け
た
者

の
通
常

の
慣
行
に
反
す

る
か
、
そ

の
合
法
的
に
負

つ
て
ゐ
る
債
務

の
違
反
を
招
來
す
る
か
、
又
は
そ

の
平
常

の
顧
客
の
問
に
持
合

せ
品
を
秩
序

正
し
く
配
給
す
る
取
極

め
を
妨
げ
る
に
至
る
と
き
は
、
購
買

の
申
出
を
受
け
た
者
は
そ

の
申
幽
を
拒
絶
す
る
権
利
を

有
す
る
。

第

=
二
條

第

一
一
條
又
は
第

幽
二
條
違
反

に
封
す
る
刑
罰

O

前
二
條

の
何
れ
か

の
規
定
に
違
反
し
た
者
は

、
略
式
起
訴
に
基

き
、

三
月
を
超
え
ざ
る
期
間

の
禁
錮
、
又
は
百
確
を
超
え
ぎ
る
罰
金
、
又
は
そ

の
双
方

に
慮
せ
ら
れ
る
。

口

本
法
第
八
條

の
第
二
項
第
四
項
第
五
項
及
び
第
六
項
め

規
定
は
、
そ
れ
が
本
法
第

一
條
違
反

に
封
す
る
関
係

に
於
て
効
力

を
有
す
る
が
如
く
に

前

二
條

の
何

れ
か
の
違
反

に
封
す
る
関
係

に
於

て
、
効
力

を
有
す

る
。

右

第

十

三
條

は

前

に

一
度

引

用

し

忙
こ
と

が

あ

る
。

伺

こ

の
場

合

に

も

、
法

人

犯

罪

に
關

す

る
前

述

第

十
八

條

の
規

定

の
適

用

が

あ

る

。

六

θ
特

則

、

略
稻

、
存
続

期
間

第

一=

條

ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド

へ
の
適
用

(
省
略
)

第

一
=
一條

北
部

ア
イ
ル
ラ

ン
ド

へ
の
適
用

(
省
略

)

第

二
三
條

略
稻
及
び
存
続

期
間

e

本
法
は

一
九
三
九
年

の
物
品
価
格

法
と
し
て
引
用
せ
ら
れ
得
る
。

⇔

本
法
は

、
國
王
が
勅
令
に
よ
り
、
本
法
通
過

の
原
因
た
る
緊
急
時
が
終
了
し
た
日
な
り
と

宣
言
す
る
日
ま
で
効
力

を
存
続

し
、
そ

の
日
に
、
既

英
士
ロ
利
の
職
一時
物
品
栖
慨
絡
胴法

一
七
五



法

政

研

究

第
十
雀

第
二
號

嚇
七
六

爾

に
爲
さ
れ
又
は
爲
す

こ
と
を
や
め
ら
れ
て
ゐ
た
事
項

に
關
す
る
以
外
に
於

て
、
失
敷
す

る
。

※

エ

コ
ノ

ミ

ス

ト
誌

は

、

昨

年

八

月

三
〇

日

か
ら

本

年

一
月

一
六

日

ま

で

の
間

に
、

卸

費
物
価

指
数

が

三

一
パ

ー

セ

ン
ト
騰

貴

し

た

旨
を
報
じ
、
こ

い
物
債
縢
貴
の
傾
磨
対
し

て
は
、
物
・罹

格
法

(

)
は
甚
だ

不
充
分
な

存
在
で

あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
.

(
T
h
e
 
E
c
o
n
o
m
i
s
t
,
 
,
v
o
l
.
 
1
3
8
,
 
p
.
 
1
0
4

).
誠

に
然
り
で
あ
ら
う
.

先
づ
第

一
に
、
職
時
に
物
償
の
停
止
を
企
固
し
て
も

(
殊
に
自
由
主
義
経
済

を
基
本
と
し
て
ゐ
た
英
吉
利
に
於
て
は
)
實
行
不
能

で
あ
ら
う
け
れ
ご
も
、

物
品
領
格
法
は
、

他
國
の
立
法
と
異
な
り
、
自
ら
あ
る
程
度

の
物
価
騰
貴
を
是
認
す

る
立
場
を
採

つ
て
居

り
、
し
か
も
そ
の
許
可
増
加
額
決
定
に
つ
き
考
慮
せ
ら
る
べ
き
事
項
が
相
當
に
廣
範
囲

に
わ
九
つ
て
ゐ
る
。
從

つ
て
久
、
物
共
に
減

少
す
る
職
時
に
あ
つ
て
は
、
相
當
に
高
率
の
騰
貴
が
合
法
的
に
生
す
る
で
あ
ら
う
。
第
二
に
、
昨
年
八
月
二

一
日
の
価
格
を
基
本
債

格
と
し
て
ゐ
る
が
、
本
法

の
實
際
に
適
用
せ
ら
れ
忙
の
は
本
年

一
月

一
日
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
間
四
箇
月
間
に
於
け
る
自
由
に
行
は

れ
た
騰
貴
は
(

)
、

之
を
引
下
げ
る
こ
と

は
事
實
上
不
可
能
で
、

結
局
之
を
許
可
増
加
額
と
し
て
認
め
ざ
ち

を
得
な
い

で
あ
ら

う
。

前
述

参
照

本
年

一
月

一

日
よ
り
施
行

(
昭
和
十
五
年

五
月
三
十

一
日
)


